
前橋市交通政策課

独禁法適用除外と交通
ネットワークの再編成
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R4.9.2 地域モビリティの再構築セミナー



前橋市の概要
前橋市の概要

▶人 口 336,284人
▶世帯数 145,179世帯
▶面 積 311.59㎢
▶標 高 最低64ｍ 最高1,823m 

関東平野の北端から赤城山

日本の中央に位置する中核市
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前橋市の特徴

公共交通の現状・特徴
▶⾃家⽤⾞依存（⾞75％、鉄道・バス3.5％）
▶⾃家⽤⾞保有率全国1位（群⾺県）
▶交通事業者が複数存在（バス6、タクシー10）

まちづくりの現状・特徴
▶⾼い道路整備率・区画整理施⾏率
▶市街地の郊外への拡⼤
▶中⼼市街地の衰退

区画整理施行済み面積 ８位世帯あたり自家用車保有台数 ２位
DID地区人口密度 ５４位人口あたり乗合バス利用者数 ５７位

市街地が低密度に形成され、自家用車依存が高い。
高齢化進展により移動に関する課題が顕在化

R2 中核市水準調査60市

DID拡⼤状況
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前橋市の特徴

車依存の社会

▶免許非保有者の外出率が低い （免許有８０％→免許無し４９％)

▶送迎者の負担が大きい

▶中高生の交通事故件数が非常に高くなっている

2020年都道府県別
⾃転⾞事故件数 １位 2位 3位

⾼校⽣ 群⾺県 88.11件 静岡県 58.06件 宮崎県 33.01件

中学⽣ ⾹川県 21.66件 群⾺県 21.39件 徳島県 16.08件

自転車の安全利用促進委員会 公表資料より
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市内公共交通の状況
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百万円 公共交通運行維持にかかる市負担の推移

乗合バス 上⽑電鉄 マイタク

循環コミュニ
ティバス導⼊

市町村
合併

市町村
合併

デマンドバス
導⼊

循環コミュニ
ティバス導⼊

マイタク導⼊

乗合バス・・・市委託路線の⾚字⽋損額を補助
上⽑電鉄・・・上下分離⽅式によりインフラ部分について県及び沿線市で補助
マイタク・・・⾼齢者、障害者等のタクシー運賃の半額（上限1,000円）を補助

サービスの追加とともに補助金は増加しており、年間に合計6億円を投入
⇒ 人口減少に伴い、市税収入の減少が見込まれる中で、維持に限界
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立地適正化計画と地域公共交通計画

広域幹線軸（鉄道）
広域幹線軸（バス）

地域間幹線（バス）

地域内交通

⽴地適正化計画 都市機能誘導区域

交通結節点

⼈⼝減少社会において市域の⼀様な投資を
続けるのではなく、居住地や都市機能を誘導
する地域拠点を設け、都市をコンパクト化、公
共交通でネットワーク化するまちづくりを推進

コンパクトシティプラスネットワーク
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まちなかにおける官民協創まちづくり 6



本町ライン等間隔運行（共同経営）

前橋駅

表町本町

⽇銀前

市役所
・合庁前

県庁前

前橋公園

アーバンデザイン策定区域

JR前橋駅から中心市街地は約１ｋｍの距離
前橋駅から中心市街地「本町」を経由し、県庁前までの区間はバス事業者6社11路線が重複して運行

00分〜05分 06分〜10分 11分〜15分 16分〜20分 21分〜25分 30分〜35分 35分〜40分 40分〜45分 45分〜50分 50分〜55分 55分〜60分
00 イオン
（群バス）

15 東⼤室
（永井運輸）

30 ⼟ 屋
（関越交通）

35 けやき
（関越交通）

45 新町⽟村
（永井運輸）

03広瀬東善
（⽇本中央）

17 京 ⽬
（上信電鉄）

30 芝 塚
（群⾺中央）

45 京 ⽬
（上信電鉄）

04⾦古王塚台
（関越交通）

30 榛 東
（⽇本中央）

45 広瀬東善
（⽇本中央）

05⻄⼤室
（⽇本中央）

45 東⼤室
（永井運輸）
45 ⻄⼤室
（⽇本中央）

１０時台 前橋駅時刻表（県庁⽅⾯⾏き）

各路線ごとに最適化しているが、全体として非効率

重複発車がある一方で時間帯によっては30分以上の運行間隔

独占禁止法により事業者間のダイヤ調整は不可

7



本町ライン等間隔運行（本町ライン）

R2.11施行 独占禁止法特例法を活用し、バス事業者６社が協定を締結
各事業者、前橋市でダイヤを調整し、最大１５分間隔の等間隔運行を開始
（全国３例目の共同経営として国土交通大臣認可）

対象路線：6社11路線
区 間：前橋駅～県庁前
時 間 帯：平日・土日祝日ともに10時～16時の間
ダイヤ設定：JR両毛線のダイヤにあわせた時刻設定

これまで（最⼤３２分間隔）

R4.4.1（５分~１５分間隔）

「本町ライン」として
R4.4.1から新ダイヤにて運行開始

競争から共創の時代へ
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まちなかにおける6社共同による等間隔運行

R1.9 前橋市・バス事業者6社経営者協議
・独占禁⽌法適⽤除外の動きの共有
・網形成計画に基づく交通再編を市がリーダーシップをとって進めていくことを各社が共通
して認識 ※独占禁⽌法適⽤除外を受けた共同経営計画の策定も視野に

R2.1 ダイヤ調整に向けたワーキング開始
・各バス事業者ダイヤ編成担当者／前橋市交通政策課／群⾺県交通政策課
・有識者（福島⼤学 吉⽥准教授）

R3.3 前橋市・バス事業者6社経営者会議
・等間隔運⾏の実施、ダイヤ調整案について合意

R3.8 国土交通大臣へ協定締結の認可申請
・共同経営計画の提出

R3.9 国土交通大臣から協定締結の認可 ⇒ 熊本、岡山に続き全国３例目
R3.9.27 6社において協定を締結

R４年.４月～ 等間隔運行の開始
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利便増進実施事業による利用者の行動変容 10

前橋公園
前橋公園

前橋駅
前橋駅

六供町 六供町 けやきウォーク南

前橋工科大学前前橋工科大学前

下川団地
下川団地

けやきウォーク

（大型商業施設）

協立病

院

至 玉村町至 玉村町

マイバス東循環（100円
バス）とルートが重複
し、利⽤が少なかった
系統を廃⽌

朝⼣は六供町経由（住宅
地）、⽇中時間帯にけや
きW経由のダイヤを設定

R4.4.1路線変更により利用者が倍増
○路線変更によりまちなかへの時間短縮

→ 通勤利用の大幅増加
○大型商業施設へのアクセス

→ 大学生等の利用増加

本町ライン等間隔運行 利便増進実施事業（新町玉村線路線・ダイヤ変更）

路線やダイヤの見直しにより
利用増加の可能性はまだまだある

6社11路線利用者数
R4.1～R4.3 44,357人/月
R4.4～R4.7  52,560人/月

18％増加

コロナからの回復やICカード導入など
複数要素があるため、今後アンケート等で効果測定



利便増進実施事業による利用者の行動変容 11

東⼤室

⼤室公園

城南運動公園

前橋駅
前橋公園

東⼤室

城南運動公園

前橋駅
前橋公園

交通結節点

地域特性による交通モードの変更（路線→デマンド）

A系統
7.5往復/日

B系統
4往復/日

B系統
12.5往復

デマンド交通

市内３エリアで運⾏中のデマンドバス
①ふるさとバス
②るんるんバス
③城南あおぞら号

運⾏エリアは、⾚城⼭
南麓の⼭林や⽥園地帯
などの住宅が低密度に
広がる郊外部。

R4.4.1～
・運行距離を短くし、回数を増回
・複数の系統を1本にまとめ全区間で必要な運行回数

を確保
→ 利用者は1.5倍に増加したまま推移（R4.4～R4.7）

従 前

変更後



乗降データ活用による路線・ダイヤの見直し 12

R4.3 6社市内全路線で交通系ICカード利用開始

R4.6現在 全決済の概ね5割がICカード利⽤

R5.4から磁気式バスカード廃⽌により
ICカード利⽤が8割〜9割となる⾒込み

乗降データの蓄積が可能となったが・・

乗降データは一件明細で抽出
→ 分析・活用が困難

令和4年度
6社全体で各種乗降データを見える化し、路線
再編・ダイヤ改正等に繋げるためのシステムを
構築予定
共同経営による運賃プールシミュレーション機能
（国土交通省：R4日本版MaaS推進・支援事業）



20MaeMaaSの推進

これまでの公共交通：事業者毎にバラバラ
「1つのサービスに」＋αの付加価値

１つのサービスとは言っても乗換が前提
（スマホで検索・予約・決済ができるだけで利便性が上がるわけではない

（特に地方では））

乗換抵抗を軽減するために

ICT技術を活用

①シームレスな
移動環境構築
（フィジカル整備）
・ダイヤ事業者間調整
・ICカード導⼊
・共同経営

②目的地までの
全体運賃の軽減
・サブスクリプション
・乗継割引
・⽬的地との連携
（商業連携）

③全体としての
情報案内

・経路検索機能
・デマンド予約

データ整備・取得が必要不可欠（かつ事業者間仕様統一）
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今後のビジョン 14

群⾺県と共同で取り組みコンセプトを検討。
デジタル⽥園都市国家構想交付⾦Type2事業の採択を受け、群⾺県・前橋市共同で申請しMaeMaaSから群⾺
県MaaSへと広域化・⾼度化の実現に向けた検討・実証・検証を県・市連携して取り組みを推進していく。



・通勤時間帯の需要のまま日中も運行（移動需要の変化）
・働き方改革の適用により現状の路線を維持は困難となる可
能性 （ドライバー不足・コスト増）

・ニーズに応じた交通体系に変更していく必要あり
・バスは朝夕を除き路線を絞る（共同経営可能性あり）
・バスだけでなく、タクシーとの連携を検討

現 状 今 後

事業者間連携の取組み（今後のイメージ） 15



共同経営の
仕組み

フィジカル
環境の整備

データの
利活⽤

①路線網の再編

②交通系ICカードの導⼊

③バスインフォメーション
改⾰
・各社間のデータ統⼀
（路線名・系統番号）
・デバイス間の案内統⼀
バスマップ、サイネージ、
のりば案内など

①事業者連携の必要性

②定額制・サブスク
（運賃プール制活⽤）

③交通モード間の共同経営
（バス＋タクシー等）

④⾃動運転バス遠隔管制の
共同化

①データ取得環境の構築
⇒利⽤実態に基づく交通
再編

⇒利⽤しやすい運賃体系

②資格認証による個別サー
ビス
・⾼齢者、障害者別サー
ビス
・福祉送迎等の最適配⾞
システム化 等

MaaS
Mobility

as a Service
Management
as a Service

事業者間連携の取組み 16



行政の役割と事業者間連携 17

行 政

地域・利用者

平成19年 活性化再⽣法施⾏

平成26年 〃 法改正

令和２年 〃 法改正

・市町村が主体となって
・まちづくりなど関連施策と連携
・⾯的な交通ネットワークを再構築

・利便増進事業
（等間隔運⾏・情報案内・・）

独禁法適⽤除外
（共同経営が可能に）

H30網形成計画策定
H30立地適正化計画策定

・市町村を中⼼とした地域関係者の
連携による取組みを国が総合的に
⽀援

行 政

地域・利
用者

A

②要望

＝つぶやき
①要望

④回答
＝言い訳

行 政

地域・利
用者

③回答
＝確認

乗り方教室

地区別勉強会

交通事業者

計画は作ったが・・・
・事業者調整がなかなか進まない

・現場は移動者目線になっていない
（わかりずらい路線網、案内）

事業者間連携により１つの
サービスとして利便性を上
げる。

これまで(現実)

現 状

これから

B

D E

C

F
交通事業者

A
B

D
E

C
F

交通事業者


